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【誤訳訂正書】
【提出日】令和1年10月18日(2019.10.18)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　本発明の固体すすぎ剤組成物は、２つ以上の非イオン性固体界面活性剤を含む界面活性
剤パッケージを含む。固体界面活性剤は、Ｎｏｖｅｌ１０１２－ＩＩ２１、ＳＬＦ－１８
Ｂ－４５、Ｅ１２７、ＳＬＦ１８０、及びＡＴ２５等のＣ１２－Ｃ１４脂肪アルコールＥ
Ｏ／ＰＯ界面活性剤の群から選択され得る。
【表１】

【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
【図１】５０サイクル試験の結果を示すグラフである。グラフは、この一連の試験におけ
る２ｍｌの性能での市販の液体すすぎ補助Ａが、５％４ｍｌ（ＳＬＦ－１８Ｂ－４５／Ｎ
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ｏｖｅｌ）でのＰ０９０２４１設定点６の固体バージョンに匹敵するが、５％４ｍｌ（Ｎ
ｏｖｅｌ／Ｅ１２７）での固体Ｐ１２０９０４１設定点１０及び市販の固体すすぎ助剤Ａ
が、２０００ｐｐｍの食物汚れと共に各試験に対して同じ洗剤８００ｐｐｍを使用する液
体バージョンよりもわずかにより良好な性能を示すことを示している。
【図２】タンパク質汚れ上の５０サイクル試験の結果を示すグラフである。グラフは、５
％４ｍｌ（Ｎｏｖｅｌ／Ｅ１２７）バージョンでの固体Ｐ１２０９４１　ｓｐ１０が、２
ｍｌでの市販の液体すすぎ助剤Ａに等しいことを示している。５％４ｍｌ（ＳＬＦ－１８
Ｂ－４５／Ｎｏｖｅｌ）でのＰ０９０２４１　ｓｐ６は、タンパク質除去に対しては、わ
ずかにより悪い。全体的な５０サイクルの結果は、Ｐ１２０９４１　ｓｐ１０が、これら
の結果に基づいて、斑点、膜、及びタンパク質の汚れの除去に関する液体の市販のすすぎ
助剤Ａの式よりもわずかにより良好な性質を示すことを示している。
【図３】メラミン、ポリカーボネート、及びポリプロピレンに関して評価された動的接触
角データを示すグラフである。２ｍｌでの市販の液体すすぎ助剤Ａ及び固体配合物は、１
００ｐｐｍで評価されたが、５％４ｍｌでの市販の固体すすぎ助剤Ｂ及び市販の液体すす
ぎ助剤Ｂは、６０ｐｐｍで評価された。基材及び液体の温度を、８０℃で試験した。結果
は、市販の液体Ｂ及び固体の市販のＢ配合物が、性能において非常に匹敵することを示し
ている。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５１】
固体非イオン性界面活性剤
　本発明において使用するための固体非イオン性界面活性剤は、下記の表からのものを含
む。本発明によると、Ｎｏｖｅｌ１０１２　ＩＩ　２１、ＳＬＦ　１８Ｂ４５、Ｌｕｔｅ
ｎｓｏｌ　ＡＴ２５、及びＤｅｈｙｐｏｎ　Ｅ１２７を含む組成物中に含まれる界面活性
剤のうちの２つ以上。好ましい実施形態では、組み合わせは、以下のものである：

【表２】

【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５６】
実施例１：
本発明のサンプル配合物
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【表４】

【表５】

【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５７
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【０１５７】
　下記の例では、下記の材料が使用される。
　水
　Ｐｌｕｒｏｎｉｃ　２５Ｒ８：ポリオキシプロピレンポリオキシエチレンブロック（逆
）
　Ｐｌｕｒｉｆａｃ　ＬＦ－５００：アルコールエトキシレートプロポキシレート
　Ｄｅｈｙｐｏｎ　Ｅ１２７：脂肪アルコールアルコキシレート
　ＳＬｆ－１８Ｂ４５：アルコールアルコキシレート
　ＮｏｖｅｌＩＩ１０１２－ＧＢ－２１：アルコールエトキシレートＣ１０－１２、２１
ＥＯ
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５９】
　以下の表に従って配合物を作製し、試験した。最初に、いかなるヒドロトロープを用い
ずに、良好な硬質固形物が形成された。次に、ＳＣＳ固体供給流を、少量の増分で開始さ
せた。このプロセス実行により、この基本式では、２～１３．７５％のヒドロトロープを
この基本配合に追加することができ、基本固形物は、軟質固形物に変わらなかったことが
示された。この実験もまた、２回繰り返されて成功した。以下の詳細な結果を参照された
い。
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【表６】
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【表７】

【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１６０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１６０】
　この発見をした後、この界面活性剤パッケージ、すなわち、尿素封入を可能にし、使用
されるカプラー／ヒドロトロープが低いレベルでは、押出成形プロセスによって硬質固形
物が形成されることが可能になる短時間で硬質固形物の凝固を妨げることを防止し得る、
ＳＬＦ－１８Ｂ－４５及びＮｏｖｅｌ１０１２ＧＢ－２１により生じる何らかの相乗現象
があるという理論がある。この理論を試験するために、Ｎｏｖｅｌ１０１２ＧＢ－２１ま
たはＳＬＦ－１８Ｂ－４５を相互に独立して置換することによって、式中で他の界面活性
剤を試行した。以下の実験では、Ｎｏｖｅｌ１０１２ＧＢ－２１またはＳＬＦ－１８Ｂ－
４５をＰｌｕｒｏｎｉｃ　２５Ｒ８と独立して置換することでは、硬質固形物を形成しな
いことが示されている。別のカプラー／ヒドロトロープのキシレンスルホン酸プナトリウ
ムがクメンスルホン酸ナトリウムに置換してもまだ良好な硬質固形物を形成できるかどう
かを見るために、以下のこの実験で設定点６を繰り返した。設定点２は、ＳＣＳをＳＸＳ
に置換してもまだ、良好な硬質固形物を形成することができることを示している。以下の
詳細な結果を参照されたい。
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【表８】

【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１６１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１６１】
　実施された押出成形機での実験のこのセットでは、ＳＬＦ－１８Ｂ－４５及びＮｏｖｅ
ｌ１０１２ＧＢ－２１は各々、低レベルのカプラー／ヒドロトロープの存在下で凝固がま
だ達成できるかどうかを見るために、Ｄｅｈｙｐｏｎ　Ｅ１２７で独立して置換された。
Ｅ１２７に対してＮｏｖｅｌ１０１２　ＩＩ　ＧＢ　２１を置換すると、軟質／ドロドロ
の押出成形物を生成し、ＳＬＦ－１８Ｂ－４５をＥ１２７と交換すると、ＳＬＦ－１８Ｂ
－４５／Ｎｏｖｅｌ１０１２　ＩＩ　ＧＢ　２１の組み合わせによる成功した実行よりも
わずかにより高い、５～２０＋％のＳＣＳレベルの良好な硬質固形物を生成した。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１６２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１６２】
　この実行の設定点９では、ＳＬＦ－１８Ｂ－４５を完全な新規のはるかにより高い比率
で置換することを試行した。この設定点は、ドロドロのものを生成した。押出成形の実行
の全てにおいて試行された異なる界面活性剤に基づいて、試行された固体界面活性剤には
、より高い融点を与える、より高いＥＯ比を有する何らかの相乗現象が起こるという理論
がある。これは、尿素封じ込めが生じることを可能にし、かつ配合物中に低レベルで使用
されるカプラー／ヒドロトロープが、押出成形プロセスが硬質固形物を形成することを可
能にする短時間での固形物の凝固を妨げることを防止する可能性がある。固形物は、押出
成形機のバレルを出るときまでには硬質でなければならない。以下の詳細な結果を参照さ
れたい。
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【表９】

【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１６３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１６３】
　これらの実験的な押出成形の全てにわたって、ＳＣＳは、ＳＸＳによる問題なしに置換
することができることが示された。ＳＣＳは、Ｎｏｖｅｌ、ＳＬＦ－１８Ｂ－４５及びＮ
ｏｖｅｌ、Ｅ１２７の両方を使用した配合物にうまく追加することができ、他の界面活性
剤の組み合わせのいずれも、硬質固形物を形成しなかった。
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【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１６５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１６５】
　５０サイクルの試験の結果は、このセットの試験における市販の液体すすぎ補助の性能
が、固体Ｐ０９０２４１の設定点６（ＳＬＦ－１８Ｂ－４５／Ｎｏｖｅｌ）の固体バージ
ョンに匹敵し、設定点１０（Ｎｏｖｅｌ／Ｅ１２７）及び市販の固体すすぎ助剤は、２０
００ｐｐｍの食物汚れと共に各試験に対して同じ洗剤の８００ｐｐｍを使用する液体バー
ジョンよりもわずかにより良好であることを示している。図１の詳細な結果を参照された
い。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１６６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１６６】
　タンパク質の汚れにおける５０サイクルの結果は、固体Ｐ１２０９４１　ｓｐ１０（Ｎ
ｏｖｅｌ／Ｅ１２７）バージョンが、タンパク質除去についてわずかにより悪い、液体す
すぎ助剤Ｐ０９０２４１　ｓｐ６（ＳＬＦ－１８Ｂ－４５／Ｎｏｖｅｌ）と同等であるこ
とを示している。全体的な５０サイクルの結果は、固体　Ｐ１２０９４１　ｓｐ１０が、
これらの結果に基づく、斑点、膜、及びタンパク質の汚れ除去に関して液体すすぎ助剤の
式よりもわずかにより良好であることを示している。図２の詳細な結果を参照されたい。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１７６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１７６】
　実験的実行について、Ｐ０４１０５１　Ｐｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ１０８は、試行された設
定点のいずれかで良好な硬質固形物を作製しなかった。ＡＴ２５は、Ｎｏｖｅｌ１０１２
　ＩＩ　ＧＢ　２１及びＳＬＦ－１８Ｂの両方で機能した。我々はまた、ＬＦ５００をＲ
Ａ３００及びＬＦ－２２１を両方の設定点と置換し、硬質固形物を生成した。全ての実行
は、一定の５．９４％のＳＣＳを提示した。
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【表１６】

【表１７】
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【表１８】
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【表１９】

【表２０】
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【表２１】
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【表２２】
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【表２３】

　本発明の実施形態の例を以下の項目［１］～［３３］に列記する。
［１］
　（ａ）２つ以上の固体非イオン性界面活性剤と、
　（ｂ）会合破壊剤と、
　（ｃ）２０重量％以下のカプラー／ヒドロトロープと、
　（ｄ）硬化剤と、
　（ｅ）水と、を含む、固体すすぎ助剤組成物。
［２］
　前記カプラー／ヒドロトロープが、１つ又は複数の短鎖アルキルベンゼン及び／または
アルキルナフタレンスルホン酸塩を含む、項目１に記載の固体すすぎ助剤。
［３］
　前記短鎖アルキルベンゼン及び／もしくはアルキルナフタレンスルホン酸塩が、キシレ
ンスルホン酸ナトリウム、トルエンスルホン酸ナトリウム、クメンスルホン酸ナトリウム
、トルエンスルホン酸カリウム、キシレンスルホン酸アンモニウム、キシレンスルホン酸
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カルシウム、アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム、及びブチルナフタレンスルホン
酸ナトリウム短鎖アルキルベンゼンのうちの１つ又は複数を含み、かつ／またはアルキル
ナフタレンスルホン酸塩が、キシレンスルホン酸ナトリウムもしくはクメンスルホン酸ナ
トリウムである、項目２に記載の固体すすぎ助剤。
［４］
　前記短鎖アルキルベンゼン及び／またはアルキルナフタレンスルホン酸塩が、約０．１
重量％～約１５重量％の量で存在する、項目２または３に記載の固体すすぎ助剤。
［５］
　前記固体界面活性剤が、２１モルのＥＯを有するＣ１０－Ｃ１２アルコールアルコキシ
レート、２０モルのＥＯで末端封鎖したエポキシデカンを有する直鎖Ｃ８－Ｃ１０アルコ
ールアルコキシレート、２５モルのＥＯを有するＣ１６－Ｃ１８アルキルアルコールエト
キシレート、及び変性脂肪アルコールポリグリコールエーテルのうちの２つ以上を含む、
項目１～４のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤。
［６］
　前記２つ以上の固体非イオン性界面活性剤が、約１０重量％～約４５重量％の前記すす
ぎ助剤を含む、項目１～５のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤。
［７］
　前記破壊剤が、７モルのＰＯ及び５モルのＥＯを有するＣ１２－Ｃ１６アルコールアル
コキシレート、ブトキシで末端封鎖したアルコールエトキシレート、もしくは脂肪アルコ
ールアルコキシレート（ＥＯもしくはＥＯ／ＰＯ）界面活性剤のうちの１つである、項目
１～６のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤。
［８］
　保存剤をさらに含む、項目１～７のいずれか一項に記載の組成物。
［９］
　前記保存剤が、ピリチオンナトリウムである、項目１～８のいずれか一項に記載の組成
物。
［１０］
　前記会合破壊剤が、約５重量％～約４０重量％の前記すすぎ助剤の形態を含む、項目１
～９のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤。
［１１］
　前記硬化剤が、尿素である、項目１～１０のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤。
［１２］
　金属イオン封鎖剤をさらに含む、項目１～１１のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤
。
［１３］
　閾値抑制剤をさらに含む、項目１～１２のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤。
［１４］
　低発泡性非イオン性界面活性剤をさらに含む、項目１～１３のいずれか一項に記載の組
成物。
［１５］
　前記固形物が、押出成形によって形成される、項目１～１４のいずれか一項に記載の固
体すすぎ助剤。
［１６］
　固体すすぎ助剤組成物であって、前記組成物は、
　（ａ）２つ以上の固体非イオン性界面活性剤と、
　（ｂ）アルコールアルコキシレート破壊剤と、
　（ｃ）キシレンスルホン酸ナトリウム、トルエンスルホン酸ナトリウム、クメンスルホ
ン酸ナトリウム、トルエンスルホン酸カリウム、キシレンスルホン酸アンモニウム、キシ
レンスルホン酸カルシウム、アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム、及びブチルナフ
タレンスルホン酸ナトリウムを含む群から選択される、１つ又は複数の短鎖アルキルベン
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ゼン及び／またはアルキルナフタレンスルホン酸のヒドロトロープであって、前記組成物
の２０重量％以下を構成する、ヒドロトロープと、
　（ｄ）硬化剤と、
　（ｅ）水と、を含む、固体すすぎ助剤組成物。
［１７］
　担体、キレート剤／金属イオン封鎖剤、抗菌剤、保存剤、及びそれらの組み合わせから
なる群から選択される追加の成分をさらに含む、項目１６に記載の固体すすぎ剤。
［１８］
　前記カップリング剤が、約１重量％～約１０重量％存在する、項目１６または１７に記
載の固体すすぎ助剤組成物。
［１９］
　前記硬化剤が、ステアリン酸モノエタノールアミド、ラウリン酸ジエタノールアミド、
アルキルアミド、固体ポリエチレングリコール、尿素、及び固体ＥＯ／ＰＯブロックコポ
リマーからなる群から選択される１つ又は複数の薬剤である、項目１６～１８のいずれか
一項に記載の固体すすぎ助剤組成物。
［２０］
　前記硬化剤が、尿素である、項目１６～１９のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤組
成物。
［２１］
　前記硬化剤が、最大約５０重量％の量で存在する、項目１６～２０のいずれか一項に記
載の固体すすぎ助剤組成物。
［２２］
　消泡性非イオン性界面活性剤をさらに含む、項目１６～２１のいずれか一項に記載の固
体すすぎ助剤組成物。
［２３］
　前記消泡性界面活性剤が、約２０重量％～約５０重量％で存在する、項目１～２２のい
ずれか一項に記載の固体すすぎ助剤。
［２４］
　項目１～２３のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤組成物を作製する方法であって、
　ａ）２つ以上の固体非イオン性界面活性剤、会合破壊剤、２０重量％以下のカプラー／
ヒドロトロープ、硬化剤、及び水を合わせて、混合物を形成することと、
　ｂ）前記混合物を固形物に形成することと、を含む、方法。
［２５］
　前記固形物を形成することが、加圧することによるものである、項目２４に記載の方法
。
［２６］
　前記固形物を形成することが、押出成形によるものである、項目２４に記載の方法。
［２７］
　前記固形物を形成することが、キャスティングによるものである、項目２４に記載の方
法。
［２８］
　前記混合物が、１日又は複数日硬化される、項目２４～２７のいずれか一項に記載の方
法。
［２９］
　洗浄用途において硬質表面をすすぐための方法であって、
　ａ．項目１～２３のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤組成物を提供することと、
　ｂ．前記すすぎ助剤組成物を水と接触させて、使用溶液を形成することと、
　ｃ．前記使用溶液を前記硬質表面に適用することと、を含む、方法。
［３０］
　前記使用溶液が、２，０００ｐｐｍ以下の活性物質を含む、項目２９に記載の方法。
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［３１］
　前記接触させることが、すすぎ助剤の固体ブロックに水を導くことによるものである、
項目２９または３０に記載の方法。
［３２］
　前記固体すすぎ助剤が、前記すすぎ助剤組成物を水と前記接触させることにより溶解さ
れて、使用溶液になる、項目２９～３１のいずれか一項に記載の方法。
［３３］
　前記硬質表面が、金属、ガラス、プラスチック、セラミック、またはタイルを含む、項
目２９～３２のいずれか一項に記載の方法。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）１０重量％～４５重量％の２つ以上の固体非イオン性界面活性剤と、
　（ｂ）５重量％～４０重量％の会合破壊剤と、
　（ｃ）２重量％～１０重量％のヒドロトロープと、
　（ｄ）１０重量％～３５重量％の硬化剤と、
　（ｅ）水と、を含む、固体すすぎ助剤組成物であって、
　前記固体界面活性剤は、２１モルのＥＯを有するＣ１０－Ｃ１２アルコールアルコキシ
レート、２５モルのＥＯを有するＣ１６－Ｃ１８アルキルアルコールエトキシレート、変
性脂肪アルコールポリグリコールエーテル、及びアルキルで末端封鎖した直鎖アルコール
エトキシレートのうちの２つ以上であり、
　前記会合破壊剤は、アルコールアルコキシレートＥＯ／ＰＯ界面活性剤であり、
　前記ヒドロトロープは、１つ又は複数の短鎖アルキルベンゼン及び／もしくはアルキル
ナフタレンスルホン酸塩であり、
　前記硬化剤は尿素、硫酸塩、又はこれらの組み合わせを含み、
　前記組成物は、逆ブロックＥＯ／ＰＯコポリマーを含まない、固体すすぎ助剤組成物。
【請求項２】
　前記短鎖アルキルベンゼン及び／もしくはアルキルナフタレンスルホン酸塩が、キシレ
ンスルホン酸ナトリウム、トルエンスルホン酸ナトリウム、クメンスルホン酸ナトリウム
、トルエンスルホン酸カリウム、キシレンスルホン酸アンモニウム、キシレンスルホン酸
カルシウム、アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム、及びブチルナフタレンスルホン
酸ナトリウム短鎖アルキルベンゼンのうちの１つ又は複数を含み、かつ／またはアルキル
ナフタレンスルホン酸塩が、キシレンスルホン酸ナトリウムもしくはクメンスルホン酸ナ
トリウムである、請求項１に記載の固体すすぎ助剤。
【請求項３】
　保存剤をさらに含む、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記保存剤が、ピリチオンナトリウムである、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　金属イオン封鎖剤をさらに含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤
。
【請求項６】
　閾値抑制剤をさらに含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤。
【請求項７】
　前記固形物が、押出成形によって形成される、請求項１～６のいずれか一項に記載の固
体すすぎ助剤。
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【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤組成物を作製する方法であって、
　ａ）１０重量％～４５重量％の２つ以上の固体非イオン性界面活性剤、５重量％～４０
重量％の会合破壊剤、２重量％～１０重量％のヒドロトロープ、１０重量％～３５重量％
の硬化剤、及び水を合わせて、混合物を形成することと、
　ｂ）前記混合物を固形物に形成することと、を含み、
　前記固体界面活性剤は、２１モルのＥＯを有するＣ１０－Ｃ１２アルコールアルコキシ
レート、２５モルのＥＯを有するＣ１６－Ｃ１８アルキルアルコールエトキシレート、変
性脂肪アルコールポリグリコールエーテル、及びアルキルで末端封鎖した直鎖アルコール
エトキシレートのうちの２つ以上であり、
　前記会合破壊剤は、アルコールアルコキシレートＥＯ／ＰＯ界面活性剤であり、
　前記ヒドロトロープは、１つ又は複数の短鎖アルキルベンゼン及び／もしくはアルキル
ナフタレンスルホン酸塩であり、
　前記硬化剤は尿素、硫酸塩、又はこれらの組み合わせを含み、
　前記組成物は、逆ブロックＥＯ／ＰＯコポリマーを含まない、方法。
【請求項９】
　前記固形物を形成することが、加圧することによるものである、請求項８に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記固形物を形成することが、押出成形によるものである、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記固形物を形成することが、キャスティングによるものである、請求項８に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記混合物が、１日又は複数日硬化される、請求項８～１１のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１３】
　洗浄用途において硬質表面をすすぐための方法であって、
　ａ．請求項１～７のいずれか一項に記載の固体すすぎ助剤組成物を提供することと、
　ｂ．前記すすぎ助剤組成物を水と接触させて、使用溶液を形成することと、
　ｃ．前記使用溶液を前記硬質表面に適用することと、を含む、方法。
【請求項１４】
　前記使用溶液が、２，０００ｐｐｍ以下の前記使用溶液の非水性部分を含む、請求項１
３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記接触させることが、すすぎ助剤の固体ブロックに水を導くことによるものである、
請求項１３又は１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記固体すすぎ助剤が、前記すすぎ助剤組成物を水と前記接触させることにより溶解さ
れて、使用溶液になる、請求項１３～１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記硬質表面が、金属、ガラス、プラスチック、セラミック、またはタイルを含む、請
求項１３～１６のいずれか一項に記載の方法。
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